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業務規程の一部改正新旧対照表 

 
新 旧 

（安定操作期間内における自己買付け） 

第５４条  証券会社の行為規制等に関する内閣府令（昭

和４０年大蔵省令第６０号）第４条第６号イに規定す

る証券取引所の定める規則において有価証券の流通

の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対

する投資判断に基づかないものと認められている買

付けは、本所の市場における次の各号に掲げる買付け

とする。 

（１）～（４）  （略） 

（５） 新株予約権証券、新株予約権付社債券等、新

株引受権証書（優先出資引受権証書を含む。以下こ

の号において同じ。）、株券預託証券（株券（優先

出資証券（協同組織金融機関の発行する優先出資証

券をいう。）を含む。以下この号及び次号において

同じ。）に係る権利を表示する預託証券をいう。以

下この号において同じ。）又は交換社債券（以下こ

の号及び次号において「新株予約権証券等」とい

う。）に係る価格と当該新株予約権証券等に付与さ

れた権利を行使することにより取得することとな

る株券（以下この号及び第７号において「行使対象

株券」という。）の価格の関係を利用して行う次の

ａ又はｂに掲げる取引に係る買付け 

ａ 新株予約権証券等の売付けを行うとともに、当

該行使対象株券の数量の範囲内で当該行使対象

株券と同一の銘柄の株券の買付けを行う取引     

ｂ 行使対象株券と同一の銘柄の株券の売付けを

行うとともに、行使対象株券の数量が、当該売付

けの数量の範囲内となる新株予約権証券等（新株

引受権証書、株券預託証券及び交換社債券を除

く。）の買付けを行う取引 

（６） （略） 

（安定操作期間内における自己買付け） 

第５４条  証券会社の行為規制等に関する内閣府令（昭

和４０年大蔵省令第６０号）第４条第６号イに規定す

る証券取引所の定める規則において有価証券の流通

の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対

する投資判断に基づかないものと認められている買

付けは、本所の市場における次の各号に掲げる買付け

とする。 

（１）～（４）  （略） 

（５） 新株予約権証券、新株予約権付社債券等又は

交換社債券（以下この号及び次号において「新株予

約権証券等」という。）に係る価格の水準と当該新

株予約権証券等に係る行使又は株券による償還（以

下この号及び次号において｢行使等｣という。）の対

象株券（以下この号及び次号において「行使等対象

株券」という。）の価格の水準の関係を利用して行

う次のａ又はｂに掲げる取引に係る買付け 

 

 

 

 

 

ａ 新株予約権証券等の売付けを行うとともに、行

使等の対象となる株式数の範囲内で行使等対象

株券の買付けを行う取引                       

ｂ 行使等対象株券の売付けを行うとともに、行使

又は転換の対象となる株式数がその売付株式数

の範囲内となる新株予約権証券等（交換社債券を

除く。）の買付けを行う取引 

 
（６） （略） 
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（７） 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、

当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る

危険を減少させるため行使対象株券と同一の銘柄

の株券を売り付ける行為を行っている場合におい

て、当該行為に関して当該株券の買付け（売り付け

ている当該株券の数量の範囲内で行うものに限

る。）を行う取引に係る買付け 

（８）～（１１） （略） 

 （１２） 次のａ又はｂに掲げる価格で顧客と本所の

市場外における売買（施行令第２０条第３項各号に

掲げる者の計算に属するものを除く。）又はこの規

程若しくは国内の他の証券取引所の業務規程に定

める売買立会によらない売買により当該顧客に対

して有価証券の売付けを行うことを約している場

合における、当該売付けの数量の範囲内で行う当該

有価証券と同一の銘柄の有価証券の買付け（あらか

じめ設定されたプログラムに従い買付けの注文が

行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管

理されている場合に限る。） 

  ａ 当該売付けを行う日の本所の市場における当

該売付有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立

会（午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。）

における総売買代金を総売買高で除して得た価格 

  ｂ 前ａに規定する価格を目標として、当該売付有

価証券と同一の銘柄の有価証券を本所の市場にお

いて分割して買付けを行った総売買代金を総売買

高で除して得た価格 

（１３） （略） 

 
 

付  則 

 この改正規定は、平成１６年４月１日から施行する。 

（７） 新株予約権証券等の買付残高を有し、かつ、

当該買付残高に係る価格の変動により発生し得る

危険を減少させるため行使等対象株券を売り付け

る行為を行っている場合において、当該行為に関し

て行使等対象株券の買付け（売り付けている行使等

対象株券の株式数の範囲内で行うものに限る。）を

行う取引に係る買付け 

（８）～（１１） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１２） （略） 
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安定操作取引についての定款第５９条に関する理事会決定の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１  正会員は、募集（５０名以上の者を相手方として

行うものに限る。以下同じ。）又は売出し（役員又

は従業員に対する新株予約権の発行その他のストッ

ク・オプシヨンと認められるものの付与に係る募集

又は売出しを除く。）に係る有価証券（時価又は時

価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは

移転される新株予約権を表示する新株予約権証券

（以下「時価新株予約権証券」という。）又は当該

新株予約権を付与されている新株予約権付社債券等

(以下「時価新株予約権付社債券等」という。)以外の

新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近い

一定の価格により発行する優先出資証券（協同組織

金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）以外の優先出資証券を除く。）の発行者が発

行する上場株券（時価新株予約権証券の募集又は売

出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権証

券、時価新株予約権付社債券等の募集又は売出しの

場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券

等）、又は上場優先出資証券について、安定操作取

引（証券取引法施行令（以下「施行令」という。）

第２０条第１項に規定する安定操作取引。以下同

じ。）をすることができる期間（施行令第２２条第

２項から第４項までに規定する安定操作期間（以下

「安定操作期間」という。））内において執行する

条件の買付けに関し、次に掲げる行為を行ってはな

らない。 

（１） （略）  

（２）安定操作取引の委託をすることができる者（施

行令第２０条第３号各号に掲げる者をいい、次の

（３）に規定する者及び正会員である者を除く。）

１  正会員は、募集（５０名以上の者を相手方として

行うものに限る。以下同じ。）又は売出し（役員又

は従業員に対する新株予約権の発行その他のストッ

ク・オプシヨンと認められるものの付与に係る募集

又は売出しを除く。）に係る有価証券（時価又は時

価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは

移転される新株予約権を表示する新株予約権証券

（以下「時価新株予約権証券」という。）又は当該

新株予約権を付与されている新株予約権付社債券等

(以下「時価新株予約権付社債券等」という。)以外の

新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近い

一定の価格により発行する優先出資証券（協同組織

金融機関の発行する優先出資証券をいう。以下同

じ。）以外の優先出資証券を除く。）の発行者が発

行する上場株券（時価新株予約権証券の募集又は売

出しの場合には上場株券又は上場時価新株予約権証

券、時価新株予約権付社債券等の募集又は売出しの

場合には上場株券又は上場時価新株予約権付社債券

等）、又は上場優先出資証券について、安定操作取

引（証券取引法施行令（以下「施行令」という。）

第２０条第１項に規定する安定操作取引。以下同

じ。）をすることができる期間（施行令第２２条第

２項から第４項までに規定する安定操作期間（以下

「安定操作期間」という。））内において執行する

条件の買付けに関し、次に掲げる行為を行ってはな

らない。 

（１） （略）  

（２）安定操作取引の委託をすることができる者（施

行令第２０条第３号各号に掲げる者）であることを

知りながら、その者から買付けの受託（有価証券等
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であることを知りながら、その者から買付けの受託

（有価証券等清算取次ぎの受託及び安定操作取引

の受託を除く。）をする行為 

（３） 安定操作取引に係る有価証券（本邦以外の地

域において行われる募集又は売出しに係るものに

限る。）の発行者と元引受契約を締結した外国証券

業者であることを知りながら、その者から買付け

（その者の計算による買付けに限る。）の受託（安

定操作取引の受託及び業務規程第５４条各号に掲

げる買付けの受託を除く。）をする行為 

（４） 安定操作取引に係る有価証券（本邦以外の地

域において行われる募集又は売出しに係るものに限

る。）の発行者により施行令第２０条第３項第５号

に掲げる者として通知された場合において、自己の

計算による買付け（安定操作取引及び業務規程第５

４条各号に掲げる買付けを除く。）及び買付けの委

託（有価証券等清算取次ぎの委託（自己の計算によ

る買付け（安定操作取引を除く。）に係る有価証券

等清算取次ぎの委託を除く。）を除く。）をする行

為 

２  （略） 

 
 上記１及び２の行為は、その状況により、

取引の信義則違反として処理する。  

 
付  則 

 この改正規定は、平成１６年４月１日から施行する。 

清算取次ぎの受託及び安定操作取引の受託を除

く。）をする行為 

 

（新設）  

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  （略） 

 
 上記１及び２の行為は、その状況により、

取引の信義則違反として処理する。  

 

    




